
施行日 目的 内容

（１） 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の制定

（２） 「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」に関する細則の制定

（３） 「投資勧誘及び顧客管理等に関する規則」、「第二種業内部管理統括責

任者等に関す る規則」及び「「第二種業内部管理統括責任者等に関する規則」

に関する細則」の 一部改正

（４） 「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」、「苦情処理規則」、

「反社会的勢力 との関係遮断に関する規則」、「個人情報の保護に関する指

針」、「正会員の処分等に関する規則」及び「監査規則」の一部改正等

2018年1月
「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」

の制定

正会員による事業型ファンドの違法な販売による投資者被害の事案等を踏ま

え、「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」を取りまとめ、取組み

の実現のための具体的な措置として「事業型ファンドの私募の取扱い等に関す

る規則」を制定

(1) 広告等規制、広告等の範囲

(2) 法令等により記載が義務付けられる事項及び留意事項

(3) インターネットを利用した広告等

(4) 広告等の審査に係る特則

(5) 社内管理体制の整備

(6) 景品類の提供について

R1.5.23「貸付型ファンドに関するＱ＆Ａ」公表

※適用日→正会員は速やかに本Ｑ＆Ａに沿った対応措置、実施計画等の検討を行い、当該実施計画

に基づく当該対応措置を実施することが求められる

2018年10月 「広告等に関するガイドライン」の制定

2019年3月

金融庁が示した「匿名化・複数化」の解釈を踏ま

え、ノーアクションレター回答同日、二種業協会及

び貸金業協会による｢貸付型ファンドに関するQ&A｣

2015年5月
「電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則」の

制定等


